
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
１割負担 5,302 5,388 5,483 5,572 5,660
２割負担 6,304 6,476 6,666 6,844 7,020
３割負担 7,306 7,564 7,849 8,116 8,380

要支援１ 要支援２
１割負担 5,081 5,242
２割負担 5,862 6,184
３割負担 6,643 7,126

＜内訳＞
①－1施設利用料（介護給付一部負担金）・・・１割負担の場合

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

イ 782 857 941 1,019 1,096

ロ 14 14 14 14 14

ハ 63 63 63 63 63

二 20 20 20 20 20

123 134 145 156 167

1,002 1,088 1,183 1,272 1,360

①－2施設利用料（予防介護給付一部負担金）

要支援１ 要支援２

ホ 588 729
へ 14 14
ト 63 63
チ 20 20

96 116

781 942

一部負担金 特定処遇改善加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅰ 自己負担合計

205 6 17 228

②－食　費　※１
朝食 昼食 夕食
450 800 550

③－滞在費　※２

ユニット型短期入所生活介護　やすらぎグランデ利用料（令和6年８月以降）

利用料・加算項目／日

利用負担額（標準）／日
（一部負担金＋食費＋滞在費） ※各負担割合は「負担割合証」にて

ご確認ください。

個別機能訓練加算　※対象者のみ

機能訓練体制加算

短期入所生活介護費（併ユ短期生活Ⅰ）

送迎加算(片道)

施設利用料　日額合計

利用料・加算項目／日
短期入所生活介護費（予防併ユ短期生活Ⅰ）

機能訓練指導体制加算
個別機能訓練加算　※対象者のみ

食　 費／
　（食数毎の計算となります）

1日３食合計
1,800

滞在費／日 2,500

①－3　送迎費用(介護・介護予防）※送迎サービスをご利用になった場合のみご負担頂きます。

※4　その他、個人の嗜好品、理美容費、医療費・薬代等は全て実費負担となります。

介護職員等処遇改善加算Ⅰ
（上記イ～ニ合計金額の14％）

サービス提供体制加算（Ⅱ）

※１　食費については、食材費、光熱水費、管理費、委託費等を考慮して
　　　朝食：４５０円、　昼食：８００円、　夕食：５５０円としております。
　　　ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、認定証記載の金額が１日当たりの自己負担額となります。

※２　居住費については、設備費、光熱水費、維持管理費等を考慮して１日２，５００円としております。
　　　ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、認定証記載の金額が自己負担額となります。
　　　（第３段階　１，３７０円、第２段階　８８０円、第１段階　８８０円）

※３　端数の関係で、実際の支払額と1円単位の差が発生することがあります。その他の加算要件について該当した場合に
ついては、「契約書別紙」を基に個別にご説明させていただきます。

施設利用料　日額合計

サービス提供体制加算(Ⅱ）
介護職員処遇改善加算Ⅰ

（上記ホ～チ合計金額の１４％）


